
京都市告示第   号 

 京都市国民健康保険条例第第１５条第１項に規定する保険料率は，次のとおりとし，

平成２１年４月１日から適用します。 

平成２１年６月９日 

                          京都市長 門川 大作   

 

第１５条第１項に規定する保険料率（介護納付金賦課額） 

（１） 所  得  割   １００分の２．０４ 

（２） 被保険者均等割      ８，２３０円 

（３） 世帯別平等割             ４，４３０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（保健福祉局生活福祉部保険年金課） 
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